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    道路工事に使用する二次製品（側溝用）の取り扱いについて（通知）

　道路改良工事等において使用しているボルト継用鉄筋コンクリートU型溝と、鉄筋コンクリートU型溝との
使用区分に不明確さがありますから、下記のように取り扱って下さい。

記

１　車道から構造物までが1.5m以上の場合には鉄筋コンクリートU型溝を使用する。

  

２　路肩の構造物が土羽の場合には側溝でなく水路工となるので、ボルト継コンクリートU型溝は使用しない。
３　水路用の二次製品は、鉄筋コンクリートU型、U字フリューム、ベンチフリュームを現場状況により使用
  区分しているが、最近、新製品が開発され、すでに実施している現場もあります。型式選定にあたっては、
  現地状況を十分調査のうえ決定してください。


